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第２章 北海道らしい循環型社会の形成 

 

 
 

 

 

 

 

道では、北海道らしい循環型社会の形成を一層加速するため、平成20年（2008年）10月に「北

海道循環型社会形成の推進に関する条例」を制定しました。この条例は、①循環型社会形成に向け

た理念と規制的措置を併せて規定する全国でも数少ない「総合型の循環条例」であること、②全国

で初めて「バイオマスの利活用」について規定したこと、③行政指導として実施していた手続を条

例に基づく義務として規定したこと、④条例の実効性を担保するため、主な手続義務違反には罰金

を課したことが特徴です。 

また、条例に基づき策定した「北海道循環型社会形成推進基本計画」（平成22年（2010年）4

月策定、令和2年（2020年）3月改訂）により、「3R
ｽﾘｰｱｰﾙ

の推進」、「廃棄物の適正処理の推進」、「バ

イオマスの利活用の推進」、「リサイクル関連産業を中心とした循環型社会ビジネスの振興」を柱

とした各種施策を推進しており、さらに廃棄物の排出抑制、循環的利用及び適正処理については、

この計画の個別計画である「北海道廃棄物処理計画」により、取組を進めています。 

 

（1）道における取組状況 

循環型社会を構築するためには、道民や事業者、行政がそれぞれの役割分担のもと、自主的か 

つ互いに連携・協働して廃棄物の発生・排出の抑制や減量化、リサイクルの推進などの3Ｒ

（Reduce（ごみの発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再生利用））の取組を進めること

が重要です。 
 道では、これらの取組の参考となる先進事例を盛り込んだ「3Ｒハンドブック」やポスターな

どの啓発資材の作成・配布を行っています。 

また、3Ｒの取組を道民運動として定着させるため、令和２年度（2020年度）は各（総合）振

興局で市町村などと連携して3Ｒキャンペーンなどを行うとともに、市民団体、事業者、行政機

関等で構成する「北海道容器包装の簡素化を進める連絡会」と連携し、容器包装の簡素化に関す

るパネル展を実施しました。 

さらに、「ビジネスＥＸＰＯ(第34回北海道技術・ビジネス交流会)」において、北海道認定リ

サイクル製品及び北海道リサイクルブランドの製品や紹介パネルの展示を行いました。 

 

◆プラスチックごみ削減に向けた動き 

私達の生活に幅広く利用され、利便性と恩恵をもたらしているプラスチックですが、ポイ捨

てなどの不適正な処理により、世界全体で年間数百万トンを超えるプラスチックごみが海洋へ

流出していると推計され、地球規模での環境汚染が懸念されています。 

 
１ ３Ｒの推進 
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このため、新たな汚染を生み出さない世界の実現を目指し、国では令和元年（2019年）５

月に「プラスチック資源循環戦略」などを策定し、2030年までにワンウェイプラスチックを

累積25％排出抑制、容器包装の６割をリユース・リサイクルといったマイルストーン（中間

目標）を掲げ、具体的な取組を進めることとしています。こうした中で、プラスチックに係る

資源循環の促進等に関する法律が令和3年6月に公布され、プラスチック製品の設計から廃棄

に至るまであらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組を促進することとしていま

す。 

道では、プラスチックごみの削減について積極的に取り組むため、令和元年１０月に、ワン

ウェイのプラスチック製品はできるだけ使用しない、使用した際も正しく処分するなどの「プ

ラスチックとの賢い付き合い方」を知事からのメッセージとして広く道民の皆様に発信し、道

民一人ひとりがプラスチックごみ削減に意識して取り組んでいただくよう呼びかけを行って

います。 

また、会議ではワンウェイのペットボトル飲料は出さない、庁内の売店ではレジ袋を原則渡

さないなど道庁内での率先した取組や、道内のコンビニエンスストアと協力して、レジ袋辞退

を促すポップを店内に掲示するなどの取組を進めてきており、今後も、道民のマイバッグの持

参の習慣化などにより、プラスチックごみ問題に対する意識の向上を図り、プラスチックごみ

削減に係る実践行動の定着を進めていきます。 

 

 

◆北海道ゼロ・エミ大賞  

道では、事業者の廃棄物の発生・排出抑制及び二酸化炭素の排出抑制に関する意識を高め、

環境配慮経営を定着させるため、平成17年度（2005年度）に「北海道ゼロ・エミ大賞表彰制

度」を創設し、特に優秀な発生・排出抑制の取組を行っている模範的な事業者を表彰していま

す。 

これまで大賞・優秀賞を合わせて48事業者が受賞しており、令和２年度（2020年度）は大

賞２件、優秀賞３件を表彰しました。なお、受賞した取組については、表彰式の実施やホーム

ページなどにより、広く紹介しています。 

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/tot/re/zeroemi/index.htm）  

 

表彰区分 受賞事業者 取組内容 

大 賞 

ヨコハマタイヤリトレッド株式

会社北海道事業所 

（苫小牧市） 

 摩耗した使用済みタイヤのトレッド（接地）面を張り替える「リトレッ

ドタイヤ（更生タイヤ）」の製造によるリデュースの取組。製造・廃棄時

における二酸化炭素排出量を新品に比べ６４％削減、製造時のタイヤくず

等もリサイクル業者と連携し、全量リサイクルしており、廃棄物のゼロエ

ミッションを達成。 

株式会社菅原組 

（函館市） 

海洋土木事業で使用する大型作業船に、作業時の余剰電力（発電はディ

ーゼルエンジン（軽油））を回収・蓄電する蓄電池を導入し、停泊時は蓄

電池の電力を使用することにより、エネルギー利用の効率化を図った。発

電機の稼働（軽油の使用）を減らしたことにより、二酸化炭素の排出量を

削減。 

優秀賞 

株式会社イトイグループホール

ディングス 

（士別市） 

新社屋を道産木材（トドマツ）を用いたＣＬＴ工法により建築。在来工

法より多くの木材を使うことにより、プラスチック材の削減や、より多く

の二酸化炭素の固定が図られる。さらに、暖房用のバイオマスボイラーも

設置し、燃料には、グループ企業において破砕したチップを利用し、廃棄

物及び二酸化炭素の排出量を削減。 

 

■令和２年度（20２０年度）北海道ゼロ・エミ大賞

受賞者 
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（2）市町村における取組状況  

「容器包装リサイクル法」に基づき、全市町村

において、分別収集計画が策定され、ごみの減量

化を目的として、容器包装廃棄物の分別収集が行

われています。 

令和元年度（2019年度）の市町村等による容

器包装廃棄物の回収量は、約16万トンとなって

おり、分別収集された容器包装廃棄物は、成形品

の原料や素材、あるいはコークス炉の化学原料な

どに再生されています。 

また、平成25年（2013年）4月施行の「小型家電リサイクル法」に基づき、消費者が日常生

活で使用する小型電子機器等のうち、同法施行令で定める28品目（携帯電話やデジタルカメラ

等）を回収・リサイクルする制度が創設されました。この制度は、市町村等が回収を行い、国の

認定事業者等に引き渡すことにより、リサイクルを促進するもので、市町村等は、地域の特性に

合わせて回収品目や方法を選択することができます。 

 

（3）住民団体・民間における取組状況  

令和２年（2020年）3月現在で、町内会や婦

人会など10,731の住民団体が資源ごみの集団

回収を行っており、自治会・町内会などによる

集団回収が定着しています（右図）。 

また、「家電リサイクル法」に基づき、テレビ、

洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫及びエアコ

ンの４品目の引き取りや再商品化などが製造業

者などに義務づけられており、道内３か所の再

商品化施設には、令和元年度（2019年度）に約

株式会社Ｆ・Ｋ 

（北見市） 

新社屋を道産木材（カラマツ）を用いたＣＬＴ工法により建築。在来工

法より多くの木材を使うことにより、プラスチック材の削減や、より多く

の二酸化炭素の固定が図られる。さらに、太陽光発電及び地中熱利用等に

より国内初のＣＬＴ建築による積雪設寒冷地型の「ＺＥＢ」を実現。（二

酸化炭素のゼロエミッションを達成。） 

株式会社遠藤建築アトリエ 

（札幌市） 

新社屋を全量道産材（エゾマツ等）を用い建築。木材の生成工程から関

わることにより愛着が湧き、建築物の使用の長寿命化が図られる。さら

に、建物内の空気の流れにより、効率的に室温をコントロールできる設計

を行い、二酸化炭素の排出量を削減。 

■市町村等による容器包装廃棄物の回収状況 

 

■集団回収の実施団体数 

■ゼロ・エミ大賞受賞式の様子 
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54万台が持ち込まれ、ガラス、プラスチック、鉄など多くの資源が回収されました。このほか、

小形二次電池（充電式電池）やパソコンは、「資源有効利用促進法」に基づき指定再資源化製品

に指定され、メーカーなどによる自主回収・再資源化の取組が進められています。さらに、平成

17年（2005年）１月に「自動車リサイクル法」が本格施行されてから､自動車の所有者には、

リサイクル料金の預託や使用済自動車の引取業者への引き渡しが義務づけられるとともに、自動

車メーカーや関連業者（解体業者や破砕業者等）には、使用済自動車に使われている有用部品・

金属の再資源化などが義務づけられ、民間におけるリサイクルが進んでいます。 

このほか、廃タイヤや下水汚泥はセメント原燃料に、ホテルや複合商業ビルから排出される生

ごみや食品関連産業から排出される食品加工残さは肥料・飼料に、家畜ふん尿は発酵処理されバ

イオガス発電に使われるなど、様々なリサイクルの取組が進んでいます。 

 
 

（1）一般廃棄物の適正処理 

道内市町村におけるごみの総排出量は、令和元年度（2019 年度）においては約 185 万トン

で、道民１人１日当たり 960g/人・日となり、横ばい傾向となっています（下図）。 

しかし、全国平均 918g/人・日と比較すると約 4.6％（42g）多く、今後も引き続きごみの

排出抑制や減量化の取組が必要です。 

一般廃棄物（ごみ及びし尿）については、市町村が定める一般廃棄物処理計画に基づき市町村

が処理していますが、ごみ処理内容は、令和元年度（2019年度）においては「直接埋立」が7.5％、

「直接焼却」が 60.1％、「直接資源化」が 1.9％、「焼却以外の中間処理」が 24.1％となって

います。また、ごみのリサイクル率について、令和元年度（2019 年度）においては 23.2%と

全国平均（19.6%）を上回っています（次ページ図）。 

 

 

 

 

 

 
２ 廃棄物の適正処理の推進 

 

  

■ごみの排出量（1人1日当たり） 
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ア 一般廃棄物処理の対策 

道は、市町村における一般廃棄物処理計画の策定に際し、減量化や再資源化、再利用の積極

的な推進などに係る項目を計画に盛り込むよう助言しているほか、多大な費用がかかる一般廃

棄物処理施設（ごみ焼却施設や資源化施設等）の整備のため、市町村が循環型社会形成推進交

付金の申請にあたり策定する「循環型社会形成推進地域計画」に対しても必要な助言を行うな

ど、一般廃棄物処理施設の整備促進に努めています。 

また、一般廃棄物の適正処理を推進するために、各種報告を求め、立入検査を実施するなど

して、一般廃棄物処理事業や各処理施設の実態を把握し、適切な維持管理の徹底などを図って

います。 
 

■一般廃棄物の処理施設数 

 

イ 環境美化の促進 

道では､「北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例」（平成15年（2003年）施行）によ

り空き缶などの投げ捨てを禁止し、公共の場所での喫煙の自粛を求めるなどして、本道の美観

の保持と資源の循環的な利用を推進し、快適な生活環境が確保されるよう民間団体と協働した

啓発活動などの取組を行っています。

また、環境美化の重要性について関心と理解を深めてもらうため、毎年、空き缶等の散乱防

止をテーマとしたポスター及び標語を公募しています。応募作品（令和2年度（2020年度）

ポスター小学生の部72作品、中学生の部26作品、標語の部1,035作品）の中から選ばれた入

賞作品は、道政広報コーナーでの展示のほか、啓発資材の図案とするなど、環境美化の促進の

ために活用しています。 

区 分 ごみ焼却施設 粗大ごみ処理施設 資源化等施設 最終処分場 し尿処理施設 
施設数 64 53 122 182 50 

内 容 

全連続*3 24 破砕 28 資源化 107 

全体容量 
（千㎥） 

    
61,777 

処理能力 
（kL/日） 

 
2,875 

（t/日） 5407 （t/日） 587 （t/日） 1,315 

  准連続*3 10   併用*3 24 固形燃料化 ５ 

（t/日） 352 （t/日） 886 （t/日） 275 

  機・固*3 30 圧縮 1 その他 10 

（t/日） 373 （t/日） 4 （t/日） 297 

※1 令和元年度末現在 
※2 令和元年度に着工した施設及び休止施設を含む 

※3 「全連続」：全連続燃焼式、「准連続」：准連続燃焼式、「機・固」：機械化バッチ燃焼又は固定火格子バッチ燃
焼式、「併用」：可燃性及び不燃性粗大ごみを合わせて破砕する施設 

 

■ごみのリサイクル率 
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（2）産業廃棄物の適正処理 

令和元年度（2019年度）に行った北海道産業

廃棄物処理状況調査によると、平成30年度

（2018年度）の全道の産業廃棄物排出量は

3,917万1千トンと推計されました（右図）。 

業種別では、農業の占める割合が51%と全国

平均（平成30年度（2018年度）；農林業21%）

に比べ高く、種類別では、畜産農業から排出され

る動物のふん尿の割合が50％を占め、次いで製

造業や下水道業などから排出される汚泥が32％

となっています（次ページ図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度の入賞作品 

  ■産業廃棄物の道内排出量 

以下 

年度 

37,332 37,302 38,741 39,171 
37,500 

0

10,000

20,000
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40,000

H27 H28 H29 H30 R6
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製造業

29%

電気・ガ

ス・水道
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農業、林

業

21%

建設業

20%

その他

4%

平成30年度

全国

378,832千トン

農業

51%

製造業

24%

電気・ガ

ス・熱供

給・水道

13%

建設業

11%

その他

1%

平成30年度

北海道

39,171千トン

■産業廃棄物の業種別排出量 
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平成30年度（2018年度）における産業廃棄物の処理状況は、排出量のうち、再生利用した量

が57％、中間処理による減量化量が42％、最終処分量が2％となっています（下図）。 

なお、平成30年度（2018年度）の全国の処理状況は、再生利用量が53％、最終処分量が2％

となっています。 

道内の排出量の50％を占める動物のふん尿の大部分が肥料に再生利用されている一方、最終

処分量に占める割合が多い汚泥等については、さらに再生利用を推進する必要があります。 

 

 
 
 

ア 産業廃棄物処理業等の状況 
 

産業廃棄物の収集・運搬及び処分を業として行う場合、業を行う場所を所管する知事又は市

の長（札幌市、函館市及び旭川市｡以下本章において「政令市」という。）の許可が必要です。 

全道の産業廃棄物処理業者数は､令和元年度（2019年度）当初で6,482業者（特別管理産

業廃棄物処理業者を含む。）となっています。 

また、産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、施設設置場所を所管する知事又は政

令市長の許可が必要です｡令和元年度（2019年度）当初での全道の施設数の合計は1,640施

設で､そのうちの18％が最終処分場です（次ページ表）。 

 

  自己中間処理量      減量化量 
  

29,601 (76%) 
     

16,257(42%) 
       

排出量    自己中間処理後量  委託処理量   

39,171(100%) 
   

14,558(37%) 
 

8,647(22%) 
  

     再生利用量 

         
22,221(57%) 

  自己未処理量      

  
 9,570(24%) 

      
        

※1 平成30年度 
※2 単位：千ｔ 
※3 ( )は排出量に占める割合 

 自己保管・その他等量    最終処分量 
 

  11( 0%) 
   

  682( 2%) 
    

■産業廃棄物の処理状況 

動物の

ふん尿

50%
汚泥

32%

がれき類

9%

鉱さい

2%

その他

7%

平成30年度

北海道

39,171千トン

汚泥

44%

動物のふん尿

21%

がれき類

15%

ばいじん

4%

その他

16%

平成30年度

全国

378,832千トン

■産業廃棄物の種類別排出量 
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産業廃棄物処理業及び処理施設については、法

律違反や基準に適合していない場合に、知事又は

政令市長が、その業や施設の許可の取消しや停止

を命じることができます。 

令和元年度（2019年度）、道では、欠格要件

（廃棄物処理法の罰金刑や破産等の要件）などの

理由により、処理業については、６業者の許可を

取り消しました。 

なお、「廃棄物処理法」の改正により、平成23

年（2011年）4月1日以降に新たに道内で産業

廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、知事の

許可を取得することにより政令市内での収集運

搬が可能となりました。 

ただし、政令市内で産業廃棄物の積替保管を行

う場合は、政令市長の許可が必要です。 

また、焼却施設や最終処分場などの廃棄物処理

施設の設置許可を受けた者は、施設の構造基準の

適合状況について、知事の定期検査を受けると 

ともに、維持管理計画や維持管理情報をインター 

ネット等により公表する必要があります。 

 

イ 産業廃棄物の処理対策 

道では、庁内関係各部が緊密に連携を図る  

ほか、第一管区海上保安本部、北海道警察本部、

市町村、排出事業者関連団体などと地域の実情

に合った処理体制の整備、産業廃棄物のリサイ

クルや減量化の推進、不法投棄や不適正処理の

対策などについて、定期的に情報交換や協議を

行うなどして産業廃棄物対策を総合的に推進

しています。 

また、産業廃棄物を多量に排出する事業場、

PCBを保管している事業場、感染性廃棄物を排

出する事業場、処理業者等に対して、随時、立入検査を行い、監視、指導を実施しています（上表）。  

なお、平成22年（2010年）の「廃棄物処理法」の改正により､建設工事に伴い生じる廃棄

物の処理責任は第一義的に元請業者にあることが明確化されたほか、排出した現場以外で産業

廃棄物を自ら保管する場合は事前に届出することとなりました。 
 

◆農業系廃棄物の処理対策 

本道の家畜排せつ物の令和2年度（2020年度）の年間発生量は1,997万トンと推計され､浄

化処理される一部を除き、ほとんどが最終的に農地へ還元されている現状にあります。 

 機関 北 
海 
道 

札 
幌 
市 

函 
館 
市 

旭 
川 
市 

計 処理施設 
の種類 

 

汚 泥 の 脱 水 88 5 2 8 103 

汚 泥 の 乾 燥 14 3 0 0 17 

汚 泥 の 焼 却 25 1 1 1 28 

廃 油 の 油 水 分 離 9 1 0 0 10 

廃 油 の 焼 却 24 1 1 1 27 

廃酸・廃アルカリの中和 3 1 0 0 4 

廃プラスチック類の破砕 156 3 7 6 172 

廃プラスチック類の焼却 34 1 1 1 37 

木くず･がれき類の破砕 820 21 18 30 889 

コ ン ク リ ー ト 固 化 3 0 0 0 3 

水銀汚泥のばい焼 7 0 0 0 7 

シ ア ン の 分 解 6 0 0 0 6 

そ の 他 の 焼 却 38 1 2 0 41 

廃 Ｐ Ｃ Ｂ の 分 解 2 0 0 0 2 

ＰＣＢ汚染物の洗浄・分離 2 0 0 0 2 

廃水銀等の硫化施設 1 0 0 0 1 

最 終 処 分 場 実 数 267 7 2 15 291 

合       計 1,499 45 34 62 1,640 

※ 平成31年4月1日現在 

※ 総合計には法施行前の処理施設２か所を含む。 

区  分 立入検査実施件数 指導件数 

事  業  者 1,518 94 

公      共 57 0 

処 理 業 者 1,197 160 

計 2,772 254 

 ※1 令和元年度 
 ※2 政令市を除く。 
 ※3 「公共」とは、国、地方公共団体等をいう。 

 ※4 立入検査実施件数については、平成25年度よ
り、集計方法を変更しています（一事業者が複数
の業態に該当する場合、その事業者への1回の立

入について、平成24年度までは1件としていたと
ころ、平成25年度以降は立入を行った業態の数だ
け件数に含めることとしたもの）。 

■産業廃棄物排出事業者等の立入検査 

■産業廃棄物処理施設数 
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家畜排せつ物については、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に

基づく処理・保管施設における「管理基準」に基づき、適切に管理することが義務づけられて

います。 

道では、令和3年（2021年）3月に策定した「北海道家畜排せつ物利用促進計画」におい

て、自給飼料基盤に立脚した環境負荷の少ない畜産の推進、良質な堆肥・液肥の生産、適切な

施肥管理などを推進することとしているほか、「市町村家畜排せつ物利用促進計画」の策定を

指導しています。 

また、市町村や関係機関・団体等で構成される市町村家畜排せつ物管理適正化指導チームと

連携・協力し、家畜排せつ物の適正管理のため、引き続き畜産農家の個別点検・指導などを実

施するほか、良質な堆肥・液肥の生産及び有効利用の促進に重点を置いた取組に努めることと

しています。 

農業用廃プラスチックについては、農業団体や業界団体と連携し連絡会議による情報交換な

どの活動を通じて、リサイクルを基本とした適正処理を推進するとともに、生分解性資材の普

及・啓発などを通じて廃棄物の排出抑制に取り組んでいます。平成30年（2018年）調査では

約2万３千トンが排出され、その処理方法は、再生利用7２％、埋立11％、焼却9％、その他

８％となっています。 

 

◆水産系廃棄物の処理対策 

漁業や水産加工業から排出される水産系廃棄物は、令和元年度（201９年度）で約31.4万

トンとなっています。種類別では、貝殻等が最も多く14.3万トン、魚類残さ等が8.0万トン、

ホタテ養殖等に伴う付着物が6.0万トンなどとなっています。 

このうち、30.4万トン(約97％)が飼肥料や土壌改良材などとして循環利用されています。 

水産系廃棄物は地域ごとに種類や発生時期が異なることから、各地域の漁協などで組織する

廃棄物対策協議会が、地域にあった処理方法の検討などに取り組んでいます。 

 

◆建設廃棄物の処理対策 

平成30年度（2018年度）に建設工事等から排出された建設廃棄物は、439万1千トンとな

っています。主な産業廃棄物の排出量は、コンクリート塊などのがれき類が329万２千トン、

木くずが48万4千トン、汚泥が33万7千トン、廃プラスチック類が6万トンとなっています。 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）」

では、工事請負業者に特定の建設資材の分別解体・再資源化等を義務付けており、道では、平

成14年（2002年）に策定した「建設リサイクル法の実施に係る北海道指針」により、建設業

者、発注者のほか、建設資材の製造や廃棄物を処理する者など関係者が適切な役割分担のもと、

建設廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用、適正処分などを推進しています。 

がれき類は再生骨材等として96%（316万5千トン）、木くずは燃料等として92%（44万

6千トン）、汚泥は土木原料等として35%（11万9千トン）が再生利用されています。 

また、平成28年（2016年）3月に改定した「北海道ファシリティマネジメント推進方針」

に基づき、建築物の長寿命化による建築廃棄物の発生抑制や、適切な維持管理による省エネル

ギー対策などに取り組んでいます。 
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◆ＰＣＢ廃棄物の処理対策 

ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄

物のうち、高圧トランス・コンデ

ンサなどの処理については、国が、

「PCB 廃棄物処理基本計画」（平

成 15 年（2003 年）4 月策定）

に基づき、日本環境安全事業株式

会社（現中間貯蔵・環境安全事業

株式会社、略称「JESCO」）を活

用して全国5箇所の拠点的広域処

理施設による処理体制を整備し、平成 28 年（2016 年）3 月までの処理完了をめざし、事業

を進めてきました。 

その後、基本計画の変更により、北海道事業での処理対象区域の拡大や処理期間の延長が行

なわれたほか、平成 28 年（2016 年）には法改正により、処理完了期限の１年前までの処分

が義務づけられるとともに、高濃度 PCB 使用製品についても廃棄が義務づけられました。ま

た、これに伴い、国の基本計画が変更され、道においても平成 29 年（2017 年）３月に処理

計画の変更を行い、確実かつ適正な処理を推進しています。 

PCB 廃棄物の処理は、安全性や環境保全を確保しながら、確実に進めることが重要である

ことから、道では、室蘭市及び JESCO と「北海道 PCB 廃棄物処理事業に係る安全確保及び

環境保全に関する協定」を締結し、処理施設からの排出状況や周辺環境のモニタリングを実施

するなどして、適正かつ安全に処理が進められていることを確認しています。 

さらに、事業の安全対策や収集運搬などに係る調整を図るため、道と事業対象地域の 1 都

18 県で「北海道 PCB 廃棄物処理事業に係る広域協議会」を設置して継続的な協議を行うと

ともに､「北海道 PCB 廃棄物処理事業監視円卓会議」において、事業の監視のほか、住民、事

業者、行政による情報共有や意見交換を行っています。 

また、道ではＰＣＢ廃棄物等の確実かつ適正な処理に向け、大型の電気機器の保有事業者に

対して、未把握のＰＣＢ廃棄物等を網羅的に把握するためのアンケート調査等を実施している

ほか、対象を小型機器にも拡大して調査を進めています。 

なお、低濃度 PCB 廃棄物については、国では、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物

の処分業の許可制度及び環境大臣の無害化処理認定制度を活用し､既存の産業廃棄物処理業者

による処理を推進することとしており、道内では、苫小牧市内の事業者が、平成 26 年（2014

年）３月から処理を行っているほか、平成 29 年（2017 年）３月に電力会社が自社の変圧器

の処理のため、平成 30 年（2018 年）３月には道外事業者が移動式施設による大型機器の現

地洗浄処理のため認定を受けています。 

道では、低濃度ＰＣＢ廃棄物等の実態把握を促進し、処理期限内の確実かつ適正な処理完了

に寄与することを目的として、平成 29 年度（2017 年度）から電気機器のＰＣＢ分析費用の

補助事業を実施しています。 

 

事業名 北九州 豊 田 東 京 大 阪 北海道 

事 業 場 所 
福岡県 

北九州市 

愛知県 

豊田市 

東京都 

江東区 

大阪府 

大阪市 

北海道 

室蘭市 

事業対象地域※ 

九州・中国

四国・沖縄

17県 
東海4県 

南関東 

1都3県 

近畿 

2府4県 

北海道・東

北・北陸等 

1道15県 

処 理 開 始 H16.12 H17.9 H17.11 H18.10 H20.5 

事業終了予定 R6.3 R8.3 R8.3 R7.3 R8.3 

※ 安定器等・汚染物の処理は、豊田・大阪事業対象地域分を北

九州事業、東京事業対象地域分を北海道事業で行う。 

■中間貯蔵・環境安全事業(株)のPCB廃棄物処理事業 
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※ 令和元年（2019年）12月の関係法令等の改正により区分変更 

 

（3）不法投棄等の防止 
道内における産業廃棄物の不法投棄の新規判明件数やその総量は、令和元年度（2019 年度）

は 5 件、2,275 トンとなっています（下図）。一方、北海道警察による令和２年（2020 年）

の産業廃棄物関連の不法投棄や野焼きなどの検挙数は 52 件です。 

  道や関係機関・団体では北海道廃棄物不法処理対策戦略会議を組織し、連携を強化して全道的

に不法投棄などの防止に努めるとともに、地域における不法投棄防止など環境保全に向けて、上

川地域の「上川不法投棄防止ネットワーク」など、11 団体が組織され、全道各地で取組を展開

しています。 

また、道では５（総合）振興局（石狩、渡島、上川、胆振、釧路）に北海道警察職員の退職者

を廃棄物不法投棄等対策指導員として配置し、重点的な不法投棄等の対策を進めています。 

 

 

  

区分 PCB濃度 処理体制 

PCB 

廃棄物 

高圧トランス、

コンデンサ等 

絶縁油としてPCBを使用し

た電気機器 

高 

（60～100%） 

JESCO（北九州、豊田、東京、 

大阪、室蘭） 

安定器等、 

汚染物 

安定器、小型電気機器、 

金属くず等の汚染物 
高 JESCO（北九州、室蘭） 

低濃度

PCB 

廃棄物 

低濃度PCB 

含有廃棄物 

PCB濃度5,000mg/kg以

下のPCB廃棄物 

低 

（5,000mg/kg 以下） 

（無害化処理認定） 

民間事業者 

微量PCB汚染廃

電気機器等 

微量のPCBに汚染された電

気機器等 

微量 

（数～数十 mg/kg 程度） 

可燃性の汚染物 
塗膜、感圧複写紙、ウエス 

汚泥など 

低（※） 

（100,000mg/kg 以下） 

■PCB廃棄物の処理体制 

310 

1,046 

5,954 

2,586 2,647 

398 295 93 301 
737 
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■道内の産業廃棄物不法投棄の新規判明件数及び総量

総量 新規判明件数

（ｔ） （件）

（年度）
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第一管区海上保安本部 札幌市 

北海道地方環境事務所 函館市 

北海道経済産業局 小樽市 

北海道警察本部 旭川市 

北海道市長会 公益社団法人 北海道産業資源循環協会 

北海道町村会 北海道 

 

さらに、環境月間（６月）と廃棄物適正処理推進月間（10 月）に、北海道警察、第一管区海

上保安本部との連携によるヘリコプターからの上空監視（スカイパトロール）や廃棄物運搬車両

の路上検問（街頭指導）、新聞広告や交通広告の実施などの監視活動や普及啓発を行っていると

ともに、監視カメラや無人航空機（ドローン）など新たな技術を活用し、監視活動の一層の充実

に努めています。 

不法投棄などの未然防止のためには、多くの道民や企業などからの情報提供による早期の発見

と対応が欠かせないことから、フリーダイヤル『産廃 110 番（0120－53
ご み

－8124
ハ イ 通 報

）』を設置

するとともに、民間事業者と不法投棄等撲滅協定を締結するなど、道民や事業者の協力の下、情

報収集に努めており、令和 2 年度（2020 年度）は、「産廃 110 番」に 32 件の通報がありま

した。 

  

北海道電力株式会社 公益社団法人 北海道トラック協会 

北海道農業協同組合中央会 一般社団法人 北海道建設業協会 

北海道森林組合連合会 ＮＴＴ北海道グループ 

北海道漁業協同組合連合会 北海道電力ネットワーク株式会社 

■北海道廃棄物不法処理対策戦略会議の構成機関・団体 

■不法投棄等撲滅協定の締結機関・団体 
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北海道におけるバイオマスの発生量は、年間

3,837万ｔ（水分重量を含む）と推計され、家

畜ふん尿や有機性汚泥などの廃棄物系バイオ

マスが3,599万ｔと全体の約94％を占めてい

ます（右図）。 

バイオマスの利活用を進めることは、地域で

循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、そ

れが困難なものについては、循環の環を広げて

いくという地域循環圏の考え方を踏まえた、北

海道らしい循環型社会の形成を促進するもの

であり、未利用資源の活用の観点から地球温暖

化の防止やリサイクル関連産業の振興、地域の

活性化にも大きく貢献しますが、バイオマス

は、地域に偏在しているなど、利活用を進める

上での課題も抱えています。 

道では、平成25年（2013年）に「北海道バイオマス活用推進計画」を策定し、課題を明らかに

した上で、推進方策等を示すとともに、平成26年（2014年）4月、バイオマスの利活用に関する

「ワンストップ窓口」を新設し、庁内関係部局や関係機関等と連携して、各市町村が必要とする情

報の提供を行うなど、市町村におけるバイオマスの利活用の取組への支援を行っています。 

また、全道的なネットワークを構築するため、平成17年（2005年）に「北海道バイオマスネッ

トワーク会議｣を設立し、メールマガジンの発行やセミナーの開催などによりバイオマスの先進的

な利活用の情報発信などを行っています。 

国においても、「バイオマス活用推進基本法」及び「バイオマス活用推進基本計画」などに基づ

き、関係 7 府省の連携のもと、バイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強い「バイオマス

産業都市」の構築に向けた支援を行うこととしており、道内では、18 地域 36 市町村（令和 3 年

（2021 年）3 月末現在）がバイオマス産業都市に選定され、それぞれ地域特性に応じたバイオマ

スを活用した事業の具体化を進めています。 

 

 

 

 
３ バイオマスの利活用の推進 

 

  

※ 湿潤重量ベース：水分重量を含めた重量比 

■バイオマス発生量 
（湿潤重量ベース平成 30 年度） 

 

廃棄物系

94％

未利用

6%

家畜ふん尿

51%

有機性汚泥

18%

下水汚泥

12%

黒液

5%

紙類・紙くず

3%

食品廃棄物

2%

し尿等

2%
木くず

1%

農作物非食用部

4% 林地残材

2%

総 計

3,837万ｔ
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市町村名 選定時期 構想の概要 事業化プロジェクト 

十勝地域 
（19市町村） 

H25年度 
一次選定

（H25.6） 

 

十勝19市町村が共同で、十勝の
豊富で多様なバイオマスを、十勝全
域で多段階かつフルに活用し、食と

農林漁業と一体となった「十勝の
農・食・エネ自給社会」と「フード
バレーとかち」の実現を目指す。 

①バイオガスプロジェクト 
・家畜排せつ物に由来するバイオガスを熱利用・発電に活用 
・消化液の肥料使用による地域循環型農業の構築 

②バイオエタノールプロジェクト 
・地産地消による地域循環型エネルギーシステム構築 
 （E3・E10、ED95、発酵残渣農業利用） 

③BDFプロジェクト 
・B5軽油拡大による地産地消型エネルギーシステム構築 
・寒冷地での高濃度利用(B20) 

④木質バイオマスプロジェクト 
・熱利用・発電などエネルギー利用 

下川町 

H25年度 
一次選定

（H25.6） 
 

森林を中心とするバイオマス総
合産業を軸に、環境にやさしく災害

に強いエネルギー完全自給型の地
域づくりを進め、雇用の創出と活性
化につなげ、地域に富が還元・循環

されるまちの実現を目指す。 

①林業システム革新 
・未利用森林資源の高効率収集・運搬システムの確立 

・国有林との協定による共同施業団地の拡大 
・地域外民有林等からの原料収集システム確立 
・森林・林業大学校の開校 

②林産システム革新 
・森林生産・利用の一連工程のシステム化 
③小規模分散型再生可能エネルギー供給システム整備 

・木質バイオマス発電施設 
・小学校周辺地域熱供給システム 
④資源作物栽培の事業化 

・ヤナギのエネルギー利用 
・ススキのペレット化 

別海町 

H25年度 

一次選定
（H25.6） 

 

全国一の酪農と一体となった大

規模バイオガスプラント事業を軸
に、水産系、食品系を含む総合的な
バイオマス利活用による持続可能

な循環型「食」のまちづくりを目指
す。 

①酪農と一体となった大規模バイオガスプラント事業 

・家畜排せつ物、水産廃棄物、生ごみ、廃乳等のバイオガス
化（売電、余熱による施設園芸）と消化液の農業利用 

②隣接する中標津町との広域連携モデルの構築（中長期） 

釧路市 

H25年度 
二次選定

（H26.3） 

 

農業・林業・水産業の１次産業に
加え、製造業や港湾、都市機能をコ
ンパクトに備えた地域特性を活か

し、家畜排せつ物、食品加工残さ・
水産加工残さ、林地残材・製材工場
等残材などの地域バイオマスの総

動員・多段階（カスケード）利用に
よる循環型社会を目指す。 

①家畜排せつ物を主原料とするメタン発酵施設の整備・運営 
・大規模発電・熱利用システム 
・地域調和型エネルギーシステム（小規模オンサイト型プラ

ントの設置） 
②チップボイラー発電事業 
③林地残材のペレット化事業 

④溶解パルプ製造時の酸加水分解液の高度利用 
⑤廃食用油のBDF化の拡充 

興部町 

H25年度 

二次選定
（H26.3） 

 

家畜排せつ物を中心としたバイ

オガス産業クラスターの構築によ
り、悪臭の低減・水環境の改善など
地域環境との調和と新たな産業の

創出を目指す。 

①バイオガスプラントの新設（３基） 

・発電、熱利用、液肥利用、再生敷料生産 
②既存のバイオガスプラントの利用促進(１基) 
・バイオガスとBDFとの混焼発電の促進 

③域内の林地残材を紋別市の木質バイオマス発電所へ供給 

平取町 

H27 年度 

選定 
（H27.11） 

木質バイオマス燃料による農業

用ハウスや公共施設への熱供給、住
宅暖房用燃料のバイオマス化、木の
駅プロジェクトなどの展開により、

地域内の森林資源を有効活用し、基
幹産業である農業に続く、バイオマ
ス関連産業の育成等を目指す。 

①農業ハウス用燃料のバイオマス化（トマトハウス用暖房を

チップ、ペレット等木質ボイラーへ転換） 
②公共施設への率先導入計画の推進（公共施設の暖房の木質
燃料化） 

③木の駅プロジェクトの事業化（地域通貨や雇用創出と絡ま
せた林地残材収集システムの構築） 

知内町 

H28 年度 
選定 

（H28.10） 

豊かな地域資源である木質バイ
オマスを核としたエネルギー利用
等を加速させ、適切な森林管理と新

たな産業・雇用の創出による地域の
活性化を図り、「持続可能な自主・
自立のまち知内」の実現を目指す。 

①森林系木質バイオマス活用促進プロジェクト 
・公共施設での活用促進事業 
・農業等での活用促進事業 

・家庭等での活用促進事業 
②農業系バイオマス(ニラ茎下)活用促進プロジェクト 
③農業系バイオマス(稲わら)活用検討プロジェクト 

④その他のバイオマス活用プロジェクト 
・廃棄物系バイオマス(一般家庭生ごみ、貝殻)の本格的な利
用の方向性を検討 

■ 道内におけるバイオマス産業都市構想の概要（令和３年（202１年）3月末現在） 
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市町村名 選定時期 構想の概要 事業化プロジェクト 

音威子府村 

H28 年度 

選定 
（H28.10） 

草本系バイオマスを主な原料と

してバイオガス発電を行い、バイオ
ガスエネルギーを介在させた新た
な畑酪連携による農業振興で、人口

減少及び少子高齢化等の課題を解
決し、定住者及び農業者の増加等の
実現を目指す。 

①森草本系バイオマスバイオガス化プロジェクト 

②生ごみバイオガス化プロジェクト 
③下水汚泥・し尿バイオガス化プロジェクト 
④バイオガスプラント余剰熱利用プロジェクト 

各々のプロジェクトは連動しており、一体的なプロジェ
クトとして推進する 

 

西興部村 

H28 年度 
選定 

（H28.10） 

 村のスモール・メリットを活か
し、乳牛ふん尿を中心とした、村全
域のバイオガスプラントを先駆け

に、地域バイオマスの活用により、
基幹産業や地域経済の活性化、災害
に強いまちづくりを目指す。 

①バイオガスプラントプロジェクト 
・全酪農家の乳牛ふん尿を中心に、廃棄物系バイオマスを
バイオガスプラントにより適正に処理する。生産される

消化液を農地に還元し、飼料を生産することで地域循環
を形成する 

②木質バイオマスプロジェクト 

・協定地域から安定的に確保するチップを公共施設のボイ
ラーで利用し、化石燃料の消費量を軽減する 

標茶町 

H28 年度 
選定 

（H28.10） 

 家畜ふん尿や食品廃棄物をバイ
オガス化、間伐材をチップ化し電
気・熱を生み出し、一般家庭や公共

施設で利用する。バイオマスエネル
ギーによる自立・分散型エネ類-供
給、災害に強いまちづくりを目指

す。 

①畜産バイオガスプラントプロジェクト 
・家畜ふん尿を原料としたバイオガス発電。電力は FIT 売
電、もしくは地域内に供給し、余剰熱は農業ハウスでの

利用予定 
②木質バイオマスプロジェクト 
・林地残材等を主原料とした直接燃焼による熱利用 

 

滝上町 

H29 年度 

選定 
（H29.10） 

 町内に豊富に存在する木質バイ

オマスや廃棄物系バイオマスを有
効利用し、エネルギーの観点におい
て自立した環境にやさしく災害に

強い町を目指す。また、オホーツク
地域を先導する取り組みにより、交
流人口等が増加して賑わいのある

町を目指す。 

①森林系木質バイオマス活用促進プロジェクト 

(1)木質バイオマス活用促進事業構築プロジェクト 
  林地残材等未利用森林系バイオマスをチップとして加

工し、バイオマスボイラーを備える施設に供給 

(2)育苗ハウスにおける木質バイオマス利用熱活用プロジ
ェクト 

②木質バイオマス高度利用検討プロジェクト 

  小柄バイオマス CHP を導入し、電気使用量及び灯油使 
用量を自家消費で賄うことを検討・計画 

③食品廃棄物等小規模バイオガス化検討プロジェクト 

 食品廃棄物(産業廃棄物系、一般廃棄物系)より、小規模
バイオガス化装置にてエネルギー変換 

中標津町 

H29 年度 
選定 

（H29.10） 

・バイオマス資源循環を軸にした
環境にやさしく、持続可能な地域
社会の実現 

・エネルギー需給率の高いまちづ
くりと、地域産業と環境が調和し
た低炭素社会の構築 

・新たな産業による雇用創出と地
域環境の向上 

①畜産バイオガスプラント・プロジェクト(6地区) 
・乳牛ふん尿を適切に処理するバイオガスプラント事業、
食品廃棄物も原料の対象。生産したバイオガスはバイオ

ガス発電会社へ販売 
②木質バイオマス発電プロジェクト 
・間伐材を炭化乾燥炉で乾燥並びに炭化。その排気熱をボ

イラーへ投入し、同時に乾燥、炭化した状態のバイオマ
ス燃料を粉砕スクリューにより燃焼炉へ自動投入し燃
焼 

③廃菌床ペレット化プロジェクト 
・しいたけの菌床栽培事業から排出される廃菌床(おが粉)
を活用し、廃菌床ペレットを生産 

鶴居村 

H29 年度 
選定 

（H29.10） 

 家畜ふん尿を有効利用した事業
化プロジェクトの実現を推進する

ことにより、ラムサール条約湿地の
環境改善を図り、滞在型の観光促進
により地域活性化や商業や工業、六

次産業への大きな波及効果をもつ
バイオマス産業都市を目指す。 

 

 

①家畜ふん尿有効利用プロジェクト(3地区) 
・乳牛ふん尿を適切に処理するバイオガスプラント事業 

（食品廃棄物も原料の対象、消化液、再生敷料も活用） 
・生産したバイオガスは隣接するバイオガス発電会社へ販 
 売 

・プラント隣接地にハウス温室を建設して熱供給 
（発電余剰熱を利用） 

②木質バイオマス発電・熱利用プロジェクト 

・村内の未利用材による熱供給と売電事業 
・間伐材や林地残材など木質チップから合成ガス燃料に変 
換し、ガスエンジンにて発電 

稚内市 

H30 年度 

選定 
（H30.10） 

 

畜産・水産加工残さを利用した

バイオガスプラントプロジェクト
（2カ所）と下水汚泥燃料化プロジ
ェクトを軸に、第2次稚内市環境基

本計画で掲げた将来像「人と地球
にやさしいまち わっかない」の実
現を目指す。 

①畜産・水産加工残さバイオガスプラントプロジェクト 

・増幌地区バイオガスプラント 
（乳牛ふん尿31千t/年、水産加工残さ） 

・勇知地区バイオガスプラント 

 （乳牛ふん尿38千t/年、水産加工残さ） 
②下水汚泥燃料化プロジェクト 
・市街地の郊外に下水道汚泥燃料化施設を建設 

・市内公共施設等のペレットストーブ等で利用 
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市町村名 選定時期 構想の概要 事業化プロジェクト 

浜頓別町 

H30 年度 

選定
（H30.10） 

 

 

河川や地下水の水質汚濁防止、

臭気低減を中心とした環境保全に
より、酪農家の家畜ふん尿処理負
担軽減や消化液供給による地域資

源の有効活用、地産地消型の自立
した再生可能エネルギーの創出に
よる災害に強い町づくりなどに取

り組み、「循環型酪農」の町づくり
を目指す。 

①集中型バイオガスプラントプロジェクト 

・家畜ふん尿、乳製品加工汚泥、水産加工残さを原料とする 
 集中型バイオガスプラントを建設 
②個別型バイオガスプラントプロジェクト 

・個別型バイオガスプラントを計画している2 戸の酪農家
を支援して、「オール浜頓別」によるバイオガスプラント
プロジェクトを推進 

幌延町 

H30 年度 
選定 

（H30.10） 

 

 第5次幌延町総合計画に基づく
「自然環境に配慮した農業による
まちづくり」の実現に向けて、家畜

ふん尿を有益な肥料（バイオガス消
化液）とすることで地域計画に掲げ
る「環境保全型農業」を実施する。 

①循環資源型バイオガスプラントプロジェクト 
・地域の状況に応じた規模のバイオガスプラント 
（個別型又は集中型）を整備し、酪農における災害時の停電 

リスクを軽減 
・発電した電気は、個別型はFIT制度を活用して売電し、集
中型は自家消費型として、隣接する西天北クリーンセンタ

ーに売電 
②木質バイオマスを活用した使用済み紙おむつの燃料化プ
ロジェクト 

・使用済み紙おむつを剪定枝等と混合して、混合燃料(RDF) 
を製造 

八雲町 

Ｒ１年度 
選定 

（Ｒ1.7） 

町、農協、研修牧場を中心とするバ
イオガスプラントを軸に、小規模プ
ラントの整備を進める。将来的には

ＦＩＴに頼らないビジネスモデル
を構築するため、水素を利用した脱
炭素社会の実現を目指す。 

①バイオガスプラントプロジェクト 
・家畜ふん尿を原料としたバイオガス発電事業 
（190kW、50kW×3） 

 FIT買取期間終了後の再生可能エネルギー活用方法として
「水素を利用した脱炭素社会構想」について検討を進める。 

湧別町 

R２年度 

選定 
（R２.12） 

町内に豊富に賦存する家畜ふん尿

バイオマスを原料に、収集・運搬、
製造、利用までの経済性が確保され
た一貫システムを構築する。家畜ふ

ん尿を活用した産業創出と再生可
能エネルギーの地産地消により、バ
イオマス産業を軸とした環境にや

さしく災害に強いまちづくりを推
進する。 
 

①集中型バイオガスプラントプロジェクト 

・集中型バイオガスプラントを希望する21戸の酪農家が参
加し、搾乳牛換算で3,397頭規模のふん尿処理を行う大規
模プラントを建設する。 

②個別型バイオガスプラントプロジェクト 
・個別プラントを希望する6戸の酪農家（搾乳牛換算2,883
頭規模）に各1基プラントを建設する。 
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（1）北海道循環資源利用促進協議会 
道では、生活や事業活動に伴い排出される未利用循環資源について、排出者や再生利用者、有

識者、行政機関などの関係者が一堂に会し、有効な利用促進に係る課題を協議し、循環型社会の

実現に向けた具体的な取組を促進することを目的として、平成15年（2003年）に「北海道循環

資源利用促進協議会」を設立し、廃棄物の資源化に向けた課題を解決するために各専門ワーキン

グ（WG）を設置して、リサイクルの可能性などの検討を行うとともに、その結果を報告書や利

活用マニュアルなどとしてまとめ、広く普及を図っています。令和２年度（2020年度）は「建

設混合廃棄物処理効率化・資源化促進」、「廃石こうボードによるリン回収リサイクル事業」に

ついて、それぞれWGを設置し検討を行いました。 

 

（2）循環資源利用促進税事業 
道では、循環型社会の早期実現に向け、産業廃 

棄物の排出抑制・減量化やリサイクルを一層進め 

るための施策に必要な財源を確保するため、排出 

抑制なども見込める経済的手法の一つである税・ 

課徴金制度の検討を進め、平成18年（2006年） 

10月から循環資源利用促進税を導入しています 

（右図）。 

この税を財源として、産業廃棄物のリサイクル 

等の設備整備や研究開発に対する補助、中小企業 

等へのリサイクルアドバイザーの派遣、試作段階 

にあるリサイクル製品などの事業化に向けた実証 

実験や市場調査に対する補助などを実施しています。 

令和２年度（2020年度）は、新たに廃プラスチック類の再資源化施設などの施設整備12件、

石炭灰の洗浄技術と洗浄後石炭灰の利用に関する研究開発１件に対し補助を行っており、これま

で、229件の施設整備、82件の研究開発に対し、補助を行ってきました。 

また、平成27年度（2015年度）から令和元年度（2019年度）までに補助を受けて整備され

た設備により、令和２年度（2020年度）には、再生利用量は約48万トン、減量化量は約４万ト

ン、合わせて約52万トンの最終処分量の削減効果がありました。 

 

（3）リサイクル施設整備等の促進 

道では、これまで、「ごみゼロ・プログラム北海道」や、「北海道循環型社会推進基本計画」

に、循環型社会実現に向けた取組等を掲げ、「エコランド北海道21プラン」などによるリサイク

ル施設整備等の促進を図ってきました。また、平成16年（2004年）に「循環的利用施設の整備

促進に向けた基本的な考え方」を示し、民間事業者による施設整備を促進しており、平成18年度

（2006年度）からは、循環資源利用促進税を財源として補助を行い、民間事業者の活力と地域

の特性を活かしたリサイクル設備の整備を促進しています。 

 

 

 
４ 循環型社会ビジネスの振興 

 

  

北   海   道 

排出事業者
（納税義務）

排出事業者 排出事業者 
（納税義務者） 

↓ 
自己施設で 
埋立処分 

最終処分業者(特別徴収義務者) 

料金転嫁 

申告納入 申告納付 

【 委 託 処 分 】 【自己処分】 

課 税 

中間処理業者 

(納税義務者) 

課 税 課 税 

■循環資源利用促進税の仕組み 
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（4）再生品の利用拡大の推進  

道では、平成16年度（2004年度）に、「北海 

道再生品利用拡大方針」を策定するとともに、道 

内で発生した循環資源を利用し、道内で製造され 

た一定の基準を満たすリサイクル製品を道が認 

定する「北海道リサイクル製品認定制度」を創設 

し、再生品・再生資材の利用拡大を図っており、 

令和３年（2021年）3月末現在、176製品を認定しています（右図）。 

さらに、この中から、道内で開発された技術を用いた北海道らしい優れた製品を「北海道リサ

イクルブランド」として認定しており、令和３年（2021年）３月末現在、４製品を認定してい

ます（下表）。 

また、これらの製品については、北海道グリーン購入方針の特定調達品目に指定し、優先的な

使用に努めるとともに、認定マーク（下図）の使用を認め、広く一般に普及啓発を行っています。

特に、リサイクルブランドについては、北海道認定リサイクル製品を代表するものとして、道内

外に積極的なPRを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

製品名 

（認定事業者名） 
製品の概要 

製品名 

（認定事業者名） 
製品の概要 

ダストレスチョーク 

 
(日本理化学工業(株)) 

 

 

 
・ホタテ貝殻を原料とする粉

末が飛散しにくく、長く使

えて経済的なチョーク 

オミリーパック 

 

((株)マルダイ建装) 

  
・段ボール古紙を原料とする 

一斗缶に替わる水性塗料入環

境配慮型容器 

ウッドファイバー 

 
(ウッドファイバー(株)) 

 

 
・カラマツ・トドマツの間伐材

チップを原料とした木質繊

維断熱材 

バイテクソイル 

 

((株)環境技建) 

 

 
・落葉広葉樹(間伐材)の木くず、

家畜ふん尿(牛糞)を原料とし

た緑化基盤材 

■北海道リサイクルブランド認定製品 

■北海道認定リサイクル製品認定マーク 

 

イクル製品認定マーク 

■北海道リサイクルブランド認定制度 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/tot/re/ninteiseido/btop.htm 

 
■北海道リサイクル製品認定制度 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/tot/re/ninteiseido/ntop.htm 

 

■北海道認定リサイクル製品数 


